
８広報紙印刷等業務委託 仕様書

Ⅰ 印刷業務基本事項

（1） 業 務 名 ８広報紙印刷等業務

（2） 委託期間 契約日の翌日から令和９年３月３１日までとする。

（3） 業務内容 令和８年度「広報かみす」発行に係るＤＴＰ印刷製本（単価契約）並びに配布

（4） 発行部数 毎号２７，６００部とする。ただし、状況により１，０００部以内程度の増減あり。

（5） 紙 質 マット紙 Ａ判 ４４．５ｋｇ

（6） 印刷方法 オフセット印刷とする。

（7） 新聞折込 毎号２１,６００部。ただし、新聞の購読状況に応じて増減することがある。

なお、各新聞販売店までの配送料を含む手数料は、１部１１.１円（税抜き）とする。

また、広報紙発行日が新聞休刊日と重なる場合は、翌新聞発行日に新聞折り込みするも

のとする。折り込み引き取り手数料は、１号１８，０００円（税抜き）とする。

（8） 入稿方法 入稿日は、原則として発行日の平日５日前とする。

入稿データはＰＤＦ形式（アドビシステムズ社Ｘ1a2001Japan）とし、校了版下のスキャ

ニングデータとともに編集業者が指定する方法により送付するものとする。

また、色校正紙を編集業者が宅配便等により送付する。

（9） 納 品 新聞折込等を行うものとし、手数料及び方法等については、下記のとおりとする。

また、新聞折込等の残数を成果品として、発行日２日前までに広報戦略課に納品するこ

と。

（10）公共施設等への配布

①配布期間 配布は発行日の前日までとする。ただし、配布日が配布先の休館日等にあたる場合には、

休館日の前日までに配布するものとする。また、状況に応じ、発行日以降１０日以内に

再配布ができることとする（４月１日号を除く）。

②配布箇所及び部数

配布箇所は、市の公共施設、市内のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、医療

機関等約１２０箇所とし、配布部数は約６，０００部／号とする。

なお、配布先及び配布部数については別紙（広報かみす配布箇所及び配布部数一覧表）

のとおりとする。ただし、状況に応じて配布箇所及び部数は増減する場合がある。

③配布手数料 配布手数料は入札額に応じて、市が別途支払うものとする。

Ⅱ 各種印刷業務詳細

１ 広報かみす

（1）発行回数 令和８年４月１５日号から令和９年４月１日号までの計１３回

※原則、毎月１日に発行。１５日号は令和８年４月１５日号のみ発行。



（2）規 格

① サ イ ズ Ａ４判、縦長

② 綴 じ 右綴じ、２穴（直径６ｍｍ）

③ １号あたりのページ数

目安として１日号２８ページ、１５日号１２ページとし、増ページを含めて年間合計

３４８ページ程度とする。ただし、記事の状況に応じ各号のページは増減することがある。

（3）紙面の色 原則として、表紙と裏表紙、１日号の特集記事４ページ（２ページ目から５ページ目）

はカラー刷りとする。

その他のページは２色刷りとする。

ただし、必要に応じて２色刷りをカラー刷りに変更することがある。


